
準市内業者登録希望者のみ  
支 店 の 写 真 

（１）事務所全景  ※建物全体が写るように撮影してください。 

 
 

 
 
（２）事務所内部  ※室内全体が写るように撮影してください。 

 

 

 
  （注意） 写真は、のりやテープなどでしっかり貼り付けてください。 


